
 

船舶事故調査報告書 

平成３０年７月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年２月２７日 ２３時３４分ごろ 

発生場所 香川県多度津
た ど つ

町高見
た か み

島東方沖（備讃瀬戸南航路） 

 高見港南防波堤灯台から真方位０７０°２.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１９.３′ 東経１３３°４３.７′） 

事故の概要 貨物船OCEAN
オーシャン

 GEM
ジェム

は、東北東進中、また、漁船明力
めいりき

丸は、北東進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年３月２０日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 OCEAN GEM（中華人民共和国香港特別行政区籍）、９,８

９２トン 

   ９５７６８８２（ＩＭＯ番号）、OCEAN GEM LIMITED 

Ｂ 漁船 明力丸、４.４トン 

ＫＡ３－２１５９５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ミャンマー連邦共和国籍）、免状不詳 

航海士Ａ（ミャンマー連邦共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に折損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ３、視程 約５～６Ｍ 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、潮流 東流約１.９

ノット（kn）（備讃瀬戸） 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１８人（全員ミャンマー連邦共和

国籍）が乗り組み、法定灯火を表示し、航海士Ａが甲板手１人と共に

船橋当直につき、備讃瀬戸南航路を約１２.２kn の速力（対地速力、

以下同じ。）で自動操舵により東北東進していた。 

航海士Ａは、右舷船首約１０～１５°約１ＭにＢ船の紅色の灯火を

認め、Ａ船の右舷方を通過するように見えたので、海図室で作業を始

めた。 

航海士Ａは、甲板手から紅色の灯火が見えなくなった旨の報告を受

け、船橋前部に戻ったところ、Ｂ船の灯火を船首方至近に認めた。 

Ａ船は、航海士Ａが、すぐに右舵一杯を取り、左舷ウイングからＢ

船の灯火が見えたので、無事に通過したものと思い、航行を続けた。 

Ａ船は、備讃瀬戸海上交通センターからＶＨＦ無線電話で問合せ及

び停船指示を受け、香川県坂出市坂出港外で海上保安庁の船体検査を



 

受けたところ、Ｂ船と衝突したことが判明した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、法定灯火を表示し、底引き網を

えい
．．

網しながら、備讃瀬戸南航路を約２.３kn の速力で手動操舵によ

り北東進中、船長Ｂが、ふと船尾方を見たところ、Ａ船が至近に接近

していることに気付いたものの、どうすることもできず、右舷船尾部

とＡ船の左舷中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、法定灯火以外に船尾甲板の作業灯及び船尾に紅色の灯火を

点灯していた。 

 船長Ｂは、えい
．．

網中、灯火を表示しているので航行船がＢ船を避け

てくれるものと思い、船尾方の見張りを行っていなかった。 

分析  

 

 Ａ船は、備讃瀬戸南航路を東北東進中、航海士Ａが、右舷船首方約

１ＭにＢ船の紅色の灯火を認めた際、Ａ船の右舷方を通過するものと

思い、海図室に入っていて見張りを行っていなかったことから、Ｂ船

と接近していることに気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

Ｂ船は、備讃瀬戸南航路を北東進中、船長Ｂが、航行船がえい
．．

網中

のＢ船を避けてくれるものと思い、船尾方の見張りを行っていなかっ

たことから、Ａ船と接近していることに気付くのが遅れ、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、備讃瀬戸南航路において、Ａ船が東北東進中、Ｂ

船が北東進中、航海士Ａが海図室に入っていて見張りを行っておら

ず、また、船長Ｂが船尾方の見張りを行っていなかったため、両船が

衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中、前路に他船を認めた場合、他船の進路を避け、安全に通

過するまで継続して他船に対する見張りを行うこと。 

 ・操業中であっても、レーダー等を活用して船尾方を含む全周に渡

って見張りを行うこと。 

 


